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 春らしい風が吹き、園庭では子どもたちの元気な声が響いています。各クラス保育者の体制を万全にしての園外活動で様々な公園

にも出向いています。散歩先では春らしい花を見つけて積んできたり、虫探しに夢中になったり、お友だちと一緒に鬼ごっこをして

みたり、探索活動を楽しんでいます。５月は幼児クラスの遠足もあります。たくさん歩いて、いっぱい遊んできたいと考えています。

散歩に行くには気持ちの良い季節なので、乳児クラスも天気のいい日は園外へ出ていけたらいいなと思います。 

２歳児～５歳児は子どもの日にちなんだ制作活動も行っております。少しの期間ではありますが是非、飾ってくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の予定 

12 日（金）     5 歳児 遠足（若葉台公園） 

16 日（火）     3 歳児 遠足（みのり公園） 

園医健診（０、１歳児） 

18 日（木）     避難訓練 

19 日（金）     4 歳児 遠足（黒川第一公園） 

 

 

社会福祉法人 春献美会 

はるひのだより 
NO.１８２ 令和５年５月１日発行 

＜ひとまわり大きくなりました！＞ 

４月から新入園児を迎え、みんな１つ大きくなって進級しま

した。進級したことで、少しお兄さん・お姉さんになったような

姿がどのクラスにも見受けられます。そんな姿を一つお知らせ

します。 

【３歳児 あしか組】 

２階までの階段を自分で登り、「じぶんでいけるよ―！」と 

自慢気に言います。園庭から部屋に戻る時に、 

「大丈夫かな―？ちゃんと手すり持ってるかな―？」と声をか

けながらついていくと・・・ 

「○〇、お兄さん（お姉さん）だから、もたなくてだいじょう

ぶ！」と、立派にアピールしてきました。 

でも、まだ進級して間もない３歳児、少し不安定なところがあ

るので、手すりは持ってほしいなぁ～と伝えました。 

進級して、大きくなった！という心情なのでしょう♪ 

 

５月生まれのおともだち紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな元気に大きくなあれ！ 

 

 

 

 

 

春の遠足（３～5 歳児） ～みんなで歩こう♪～ 

 幼児組で、クラスごとに遠足に行きます。 

春らしい風を全身で感じながら、沢山歩いて、楽しい散歩遠足

へ行きたいと思います。 

（３歳児あしか組）「みのり公園」に行きます。 

   帰園後、園庭でブルーシートを敷いて、 

給食弁当（調理さんでパックに詰めます）を食べます。 

（４歳児いるか組）「黒川第一公園」に行きます。 

   お弁当を公園で食べてから帰園します。 

（帰園時間 12：00） 

（5 歳児くじら組）「若葉台公園」に行きます。 

   お弁当を公園で食べてから帰園します。 

               （帰園時間 13：00） 

※４、５歳児は雨でも弁当持参でお願いします。 

万が一、当日雨の場合は保育園にて遠足ごっこを行い、 

昼にお弁当を食べます。 

後日、弁当なしの遠足（散歩）に行けたらと思います。 

 令和５年度「利用状況届（継続手続き）」について 

 「子ども・子育て支援法」第２２条及び「子ども子育て支

援法施行規則（内閣府令）」第９条の規定に基づき、支給認定

保護者（保育所等を利用している子どもの保護者）の保育の

必要性事由を確認します。保育所を利用している入所継続児

童の保護者を対象とします。ただし、令和５年度４月新規入

所児童は対象外です。（きょうだいのうち一人でも継続する児

童がいる世帯は提出）書類は既に配布されています。きょう

だい同時入所児童については、世帯で１部のみの提出となり

ます。 

※５月 22 日（月）までに 

必要書類を保育園に提出してください。 

 

はるひ野保育園 
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